
法
体
折
伏
に
つ
い
て
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橋

隆

真

一
、
問
題
の
所
在

「法
体
折
伏
」
と
い
う
概
念
は
、
管
見
の
限
り
で
は
仏
教
学
は
お
ろ
か
、
当
宗
以
外
の
門
下
教
学
は
基
よ
り
、
日
蓮
教
学

（大
崎

教
学
の
意
）
に
於
い
て
も
見
あ
た
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
日
隆
聖
人
教
学
に
於
い
て
の
み
存
在
す
る
重
要
な
教
義
で
あ
る
と
考
え
る
。

抑
も
、
「法
体
」
と
い
う

「法
」
（多
目
日
）、
或
い
は
真
理
そ
の
も
の
に
、
「折
伏
」
と
い
う
実
践
的
な
行
為

（修
行
）
が
具
わ
る

と
は
、
如
何
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
は
、
教
理
と
修
行
と
い
う
、
二
大
要
素
を
如
何
に
し
て
円
満
に
凌

駕
す
る
か
が
問
題
と
さ
れ
る
仏
教
学
に
於
い
て
、
教
学
上
、
或
い
は
ま
た
信
仰
上
で
も
、
根
本
的
に
し
て
今
日
的
な
重
要
な
問
題
で

あ
る
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
天
台
教
学
の

「教
観
相
依
」
を
整
合
性
を
以
て
如
何
に
理
解
す
る
か
が
課
題
と
な

る
、
日
蓮
聖
人
教
学
に
於
い
て
も
例
外
で
は
な
か
ろ
う
。
例
え
ば
、

行
学
の
二
道
を
は
げ
み
候
べ
し
。
行
学
た
へ
な
ば
仏
法
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
我
も
い
た
し
人
を
も
教
化
候
へ
。
行
学
は
信
心
よ

り
を
こ
る
べ
く
候
。
力
あ
ら
ば

一
文

一
句
な
り
と
も
か
た
ら
せ
給
べ
し
。
南
無
妙
法
蓮
華
経
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
。

と
、
日
蓮
聖
人

（
一
三
二
一
一～

〓
一八
二
　
以
下
、
宗
祖
と
呼
称
）
は
行
学
二
道
の
精
励
を
勧
め
ら
れ
た
と
さ
れ
、
そ
の
根
本
た
る
信

心
と
は
、
題
目
の
間

・
信

・
口
唱
と
い
う
実
践
修
行
に
依
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
で
は
そ
の
題
日
と
は
何
か
、

な
林
学
業
　
第
二
十
二
考



唱
題
の
真
義
と
は
何
か
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
「法
体
折
伏
」
の
検
討
に
よ
っ
て
、
よ
り
鮮
明
性
を
増
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と

考
え
る
の
で
あ
る
。

従
来
よ
り

「法
体
折
伏
」
の
概
念
は
、
当
宗
教
学
に
於
い
て
処
々
に
散
見
す
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
今
回
改
め
て
整
理
を
試
み
、

そ
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二
、
「法
体
」
及
び

「摂
受
」

。
「折
伏
」
に
つ
い
て

抑
も

「法
体
」

イ
、
「法
体
」

口
、
「摂
受
」

ハ
、
「折
伏
」

以
上
の
ま
ず

及
び

「摂
受
」
「折
伏
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
内
容
で
あ
る
の
か
。
以
下
に
整
理
を
試
み
て
み
る
。

…
諸
法
の
義
、
ま
た
は
諸
法
の
体
の
義
で
、
法
の
本
体
の
こ
と
で
あ
り
、
「法
」
は

一
般
的
に
は
現
象
界
の
存
在
の

構
成
要
素
を
い
う
。
「体
」
は
躊
３
Ｆ
習
”
の
訳
で
、
自
性
或
い
は
自
体
と
も
訳
す
。
引
い
て
は
、　
一
切
万
有
の

本
体
、
実
体
を
指
し
、
有
為
、
無
為
の
も
ろ
も
ろ
の
存
在
を

「法
」
（魯
目
“
じ

と
す
る
が
、
そ
の
諸
法

（万

物
）
の
実
質
を
法
体
と
よ
ぶ
。

…
摂
取
納
受
の
意
。
摂
め
受
け
入
れ
導
く
こ
と
。
相
手
の
あ
や
ま
り
を
破
折
し
調
伏
し
て
導
く
折
伏
の
反
対
語
。

仏
教
で
は
二
つ
の
教
化
法
と
し
て
摂
受

（摂
受
門
）

・
折
伏

（折
伏
門
）
の
二
門
が
あ
る
。
摂
受
と
は
相
手
に
反

発
せ
ず
、
受
け
入
れ
納
め
と
る
寛
容
的
教
化
法
を
い
う
。

…
折
破
催
伏
の
意
。
摂
受
の
反
対
語
。
折
伏
と
は
、
挫
き
伏
す
る
こ
と
で
、
悪
を
許
さ
ず
、
邪
義
を
徹
底
的
に
破

折
し
て
、
正
義
に
帰
伏
せ
し
め
る
厳
格
な
導
き
方
を
い
う
。

「法
体
」
に
つ
い
て
、
天
台
教
学
で
は
諸
法
の
体

（＝
法
体
）
は
、



諸
法
は
既
に
是
れ
実
相
の
異
名
に
し
て
、
し
か
も
実
相
の
当
体
な
り
。
又
、
実
相
は
亦
た
是
れ
諸
法
の
異
名
に
し
て
、
し
か
も

諸
法
の
当
体
な
り
。

と
、
実
相
で
あ
っ
て
諸
法
即
実
相

（＝
諸
法
実
相
）
と
し
て
捉
え
、
し
か
も
そ
の
実
相
は
空

・
仮

・
中
の
三
諦
が
円
融
し
た
円
融
実

相
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
が
具
体
的
な
世
界
観
と
し
て
展
開
さ
れ
る
と
き
、
十
界
互
具
説
と
な
り
、
そ
れ
を
現
実
的
な
存
在
と
し
て

発
展
さ
せ
た
と
き
、　
一
念
三
千
論
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の

一
念
三
千
論
を
宗
祖
は
本
門
の
立
場
か
ら
、

こ
れ
即
ち
本
因
本
果
の
法
門
な
り
。
九
界
も
無
始
の
仏
界
に
具
し
、
仏
界
も
無
始
の
九
界
に
備
り
て
真
の
十
界
互
具
、
百
界
千

如
、　
一
念
三
千
な
る
べ
し
。

今
本
時
の
娑
婆
世
界
は
三
災
を
離
れ
四
劫
を
出
で
た
る
常
住
の
浄
土
な
り
。
仏
既
に
過
去
に
も
滅
せ
ず
、
未
来
に
も
生
ぜ
ず
、

所
化
以
て
同
体
な
り
。
此
即
ち
己
心
の
三
千
具
足
、
三
種
の
世
間
也
。

等
と
説
か
れ
、
法
体
た
る
事
具

一
念
三
千
を
説
き
顕
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、
「摂
受
」

・
「折
伏
」
に
つ
い
て
は

一
般
的
に
、
『勝
重
経
』
の
十
受
章
第
二
に
、

我
力
を
得
ん
時
、
彼
彼
の
処
に
於
い
て
此
の
衆
生
を
見
ば
、
応
に
折
伏
す
べ
き
は
こ
れ
を
折
伏
し
、
摂
受
す
べ
き
は
こ
れ
を
摂

受
せ
ん
。
何
を
以
て
の
故
に
、
折
伏
摂
受
を
以
て
の
故
に
法
を
し
て
久
住
せ
し
む
。
法
に
久
住
す
と
は
、
天
人
充
満
し
悪
道
減

少
す
る
な
り
。

と
あ
る
の
を
典
拠
と
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『喩
伽
師
地
論
』
巻
八
十
六
に
、

復
た
次
に
大
師
は
諸
の
啓
間
に
於
て
略
し
て
五
種
の
師
所
作
の
事
あ
り
。　
一
に
は
正
折
伏
、
二
に
は
正
摂
受
、
三
に
は
正
訂
責
、

四
に
は
正
説
雑
染
、
五
に
は
正
説
清
浄
な
り
。

法
体
折
代
に
つ
い
て



と
あ
る
こ
と
か
ら
、
折
伏
は
摂
受
の
前
段
階
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
吉
蔵

（五
四
九
～
六
壬
こ

は
こ
れ
を
、

剛
強
は
伏
す
べ
し
。
伏
し
て
悪
を
離
れ
し
む
べ
し
。
柔
軟
は
摂
す
べ
し
。
摂
し
て
善
に
住
せ
し
む
。
故
に
折
伏

ｏ
摂
受
と
名
づ

（
ｎ
）

く

る

な

り

。

と
、
剛
強
に
は
折
伏
、
柔
軟
に
は
摂
受
を
配
当
す
る
と
解
釈
し
、
聖
徳
太
子

（五
七
四
～
六
二
一
じ

も
、

我
力
を
得
ん
時
と
は
、
力
に
二
種
あ
り
。　
一
に
勢
力
、
二
に
道
力
な
り
。
（中
略
）
重
悪
は
即
ち
勢
力
を
以
て
折
伏
し
、
軽
悪

は
即
ち
道
力
を
以
て
摂
受
す
。
悪
を
息
め
、
善
を
修
す
れ
ば
即
ち
聖
化
久
住
す
。

と
解
し
、
重
悪
に
は
折
伏
、
軽
悪
に
は
摂
受
を
相
当
さ
せ
る
と
い
う
、
何
れ
も
摂
受

・
折
伏
の
意
味
内
容
を
使
い
分
け
る
と
い
う
新

た
な
見
解
を
出
し
て
い
る
。

一
方
、
宗
祖
は
、

讐
ば
母
の
子
に
病
あ
る
と
知
れ
ど
も
、
当
時
の
苦
を
悲
て
左
右
な
く
灸
を
加

へ
ざ
る
が
如
し
。
喜
根
菩
薩
は
慈
の
故
に
、
当
時

の
苦
を
ば
か
へ
り
み
ず
、
後
の
楽
を
思
て
、
強
て
こ
れ
を
説
い
て
聞
か
し
む
。
讐
ば
父
は
慈
の
故
に
子
に
病
あ
る
を
見
て
、
当

時
の
苦
を
か
へ
り
み
ず
、
後
を
思
ふ
故
に
灸
を
加
る
が
如
し
。

と
、
病
の
子
の
苦
に
対
す
る
母
の
悲
を
摂
受
に
、
父
の
慈
を
折
伏
と
取
り
な
し
て
、
父
母
の
慈
悲
と
折
伏

・
摂
受
を
対
応
さ
せ
、
子

に
と

っ
て
の
両
親
の
愛
情
の
よ
う
に
、
慈
と
悲
、
折
伏
と
摂
受
は
常
に
表
裏

一
体
不
離
の
関
係
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
た
。
従

っ
て
、

こ
の
摂
折
二
門
は
真
に
対
象
と
な
る
者
を
思
い
や
る
、
崇
高
な
宗
教
的
行
為
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

三
、
宗
祖
の
法
体
論
に
つ
い
て



御
遺
文
中
に

「法
体
」
が
ど
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
か
を
、
そ
の
用
例
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
『報
恩
抄
』
に
は
、

霊
山
に
ま
の
あ
た
り
き
こ
し
め
し
て
あ
り
し
天
台
大
師
は
、
如
是
と
は
、
聞
く
所
の
法
体
な
り
等
云
云
。

と
あ
り
、
天
台
の
法
華
経
序
品
の
解
釈
に
於
い
て

「如
是
」
と
は
霊
山
に
て
説
か
れ
た
法
体
た
る
法
華
経
で
あ
る
と
し
、
ま
た
、

『立
正
観
抄
』
で
は
、

間
う
、
未
だ
其
の
法
体
を
聞
か
ず
如
何
。
答
う
、
所
詮

一
言
と
は
妙
法
是
れ
な
り
。
問
う
、
何
を
以
て
妙
法
は

一
心
三
観
に
勝

れ
た
り
と
云
う
事
を
知
る
こ
と
を
得
る
や
。
答
う
、
妙
法
は
所
詮
の
功
徳
な
り
。

と
、
伝
教
大
師

（七
六
七
～
八
二
一
こ

が

『顕
戒
論
』
に
於
い
て

「
一
心
三
観
を

一
言
に
伝
え
た
」
と
言
う
が
、
そ
の
法
体
と
は
如

何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
即
ち

一
言
と
は
妙
法
で
あ
り
、
功
徳
で
あ

っ
て
三
観
に
よ
っ
て
証
ら
れ
る
対
象
で
あ
る
の
で
、

観
法
と
し
て
の
三
観
よ
り
優
勝
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

『諸
法
実
相
抄
』
で
は
、

地
涌
の
菩
薩
の
中
の
上
首
唱
導
上
行
無
辺
行
等
菩
薩
よ
り
外
は
、
末
法
の
始
の
五
百
年
に
出
現
し
て
法
体
の
妙
法
蓮
華
経
の
五

字
を
弘
め
給
の
み
な
ら
ず
、
宝
塔
の
中
の
二
仏
並
座
の
儀
式
を
作
り
顕
す
べ
き
人
な
し
。
是
れ
即
ち
本
門
寿
量
品
の
事
の

一
念

三
千
の
法
門
な
る
が
故
な
り
。

と
、
地
涌
の
上
行

・
無
辺
行
等
の
本
化
の
菩
薩
以
外
の
者
は
、
末
法
に
出
現
し
て
、
法
体
た
る
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
を
弘
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
ど
こ
ろ
か
、
宝
塔
品
で
説
か
れ
る
釈
迦

・
多
宝
の
二
仏
が
宝
塔
で
並
座
す
る
よ
う
な
説
法
の
儀
式
を
現
わ
し
て
い
く
こ

と
な
ど
到
底
不
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
説
か
れ
る
法
門
は
本
門
寿
量
品
の
肝
心
で
あ
る
事
の

一
念
三
千
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と

言
い
、
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
が
法
体
で
あ
り
、
そ
の
法
門
は
事
具

一
念
三
千
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
法
体
と
は

「妙
法
蓮
華
経
の
五
字
」
で
あ
り
、
或
い
は

「妙
法
是
れ
な
り
」
等
と
あ
る
こ
と
か
ら
法
体
＝
妙
法
と

規
定
し
、
そ
の
法
体
の
実
体
は
上
述
の
如
く
、

法
体
行
代
に
つ
い
て



今
本
時
の
娑
婆
世
界
は
三
災
を
離
れ
四
劫
を
出
で
た
る
常
住
の
浄
土
な
り
。
仏
既
に
過
去
に
も
滅
せ
ず
、
未
来
に
も
生
ぜ
ず
、

所
化
以
て
同
体
な
り
。
此
即
ち
己
心
の
三
千
具
足
、
三
種
の
世
間
也
。

の
本
門
法
体
の
四
十
五
字
に
示
さ
れ
る
本
門
事
具

一
念
三
千
で
あ
り
、
こ
れ
が
、

一
念
三
千
を
識
ら
ざ
る
者
に
は
、
仏
大
慈
悲
を
起
し
、
五
字
の
内
に
此
珠
を
裏
み
末
代
幼
稚
の
頚
に
懸
け
さ
し
め
た
も
輌
。

と
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
に
能
摂
さ
れ
る
と
す
る
。

四
、
宗
祖
の
摂
折
二
門
に
つ
い
て

上
述
の
よ
う
に
展
開
し
て
き
た
摂
折
二
門
に
つ
い
て
、
実
際
の
用
例
に
従

っ
て
更
に
検
討
し
て
み
る
と
、
ま
ず
、
天
台
大
師
智
顎

（五
三
八
～
五
九
七
）
は
、

そ
れ
仏
に
両
説
あ
り
、　
一
に
は
摂
、
二
に
は
折
な
り
、
安
楽
行
の
如
き
長
短
を
称
せ
ず
、
こ
れ
摂
の
義
な
り
。
大
経
の
刀
杖
を

執
持
し
乃
至
首
を
斬
る
と
い
う
は
こ
れ
折
の
義
な
ぃ
。

と
言
い
、
仏
の
教
化
弘
法
に
は
摂
受

・
折
伏
の
二
通
り
あ

っ
て
、

佗
人
の
好
悪
長
短
を
説
か
ざ
れ
。
声
聞
の
人
に
お
い
て
、
亦
た
名
を
称
し
て
其
の
過
悪
を
説
か
ざ
れ
。
亦
た
名
を
称
し
て
其
の

美
を
讃
歎
せ
ざ
れ
。
又
亦
た
怨
嫌
の
心
を
生
ぜ
ざ
れ
。
善
く
是
の
如
き
安
楽
の
心
を
修
す
る
が
故
に
。

と
、
法
華
経
安
楽
行
品
に
示
さ
れ
る
、
他
に
対
し
て
好
悪
長
短
を
説
か
ず
、
称
美
讃
歎
を
せ
ず
と
い
う
安
楽
行
が
摂
受
、
涅
槃
経
に

説
か
れ
る
正
法
を
護
る
た
め
に
は
刀
杖
な
ど
の
武
器
を
持

っ
て
す
る
こ
と
を
折
伏
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
意
に
よ
っ
て
摂
折
二
門
の

意
義
付
け
を
行

っ
た
。
と
こ
ろ
が

一
方
で
、



法
華
は
折
伏
し
て
、
権
門
の
理
を
破
す
。
（中
略
）
涅
槃
は
摂
受
し
て
権
門
を
許
す
。

と
、
法
華
経
は
折
伏
、
涅
槃
経
は
摂
受
と
し
て
、
上
述
の
意
味
内
容
と
は
全
く
逆
転
し
た
表
現
を
し
て
い
る
。　
一
見
、
離
齢
の
よ
う

に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
立
脚
点
の
相
違
に
よ
っ
て
経
意
の
受
容
が
転
換
し
て
い
て
、
そ
の
立
脚
点
と
は
、
化
儀

・
化
法
双

方
の
視
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
場
合
、
ま
ず
化
儀
の
面
か
ら
両
経
を
見
る
と
、
法
華
経
の
安
楽
行
は
摂
受
に
当
た
り
、
涅
槃
経
の
有
徳
王
の
覚
徳
比
丘
に
対

す
る
武
力
に
よ
る
護
法
行
動
は
折
伏
と
言
え
る
。　
一
方
、
化
法
の
面
か
ら
両
経
を
見
る
と
、
法
華
経
に
於
け
る
不
軽
菩
薩
の
但
行
礼

拝
は
折
伏
に
当
た
り
、
涅
槃
経
の
覚
徳
比
丘
の
正
法
弘
宣
は
摂
受
に
相
当
す
る
。
更
に
視
点
を
変
え
る
と
、
法
華
経
の
摂
折
は
何
れ

も
出
家
者
が
主
体
と
な
る
が
、
涅
槃
経
の
場
合
は
摂
受
は
出
家
が
主
体
で
あ

っ
て
も
、
折
伏
は
在
家
が
主
体
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ

ら
の
相
違
点
が
明
確
に
な
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
出
家
が
主
体
と
な
る
折
伏
を
、
法
華
経
の
功
能
と
し
て

「法
華
は
折
伏
し
て
、
権
門
の
理
を
破
す
」
と
特
徴
づ
け
て
見
出
し

た
こ
と
は
、
大
い
に
注
目
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
「法
華
は
実
理
を
以
て
権
理
を
破
す
こ
と
＝
折
伏
」
と
定
義
づ
け
ら

れ
た
こ
と
に
重
要
な
意
義
が
あ
る
か
ら
で
、
ま
さ
に
こ
の
点
が
後
の
宗
祖
の
折
伏
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

（２４
）

か
。か

か
る
状
況
の
下
で
、
宗
祖
は
ど
の
よ
う
に
摂
折
二
門
を
意
義
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
宗
祖
の
御
遺
文
に
従

っ
て
検

討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

す
で
に
宗
祖
は
、
父
母
の
慈
悲
と
折
伏

・
摂
受
を
対
応
さ
せ
、
表
裏

一
体
不
離
の
関
係
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
た
こ
と
は
前
述
し

た
通
り
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、

凡
そ
仏
法
を
修
行
せ
ん
者
は
摂
折
二
門
を
知
る
べ
き
な
り
。　
一
切
の
経
論
此
の
二
を
出
ざ
る
な
り
。

法
体
析
代
に
つ
い
て



と
、
こ
れ
ら
二
門
の
不
離
を
明
か
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

末
法
の
始
の
五
百
年
に
は
純
円

一
実
の
法
華
経
の
み
広
宣
流
布
の
時
な
り
。
此
の
時
は
闘
譲
堅
固
白
法
隠
没
の
時
と
定
め
て
、

権
実
雑
乱
の
硼
な
り
。
敵
有
る
時
は
刀
杖
弓
箭
を
持
つ
べ
し
。
敵
無
き
時
は
弓
箭
兵
杖
何
に
か
せ
ん
。
今
の
時
は
権
教
即
実
教

の
敵
と
成
る
な
り
。　
一
乗
流
布
の
時
は
権
教
有
て
敵
と
成
て
ま
ぎ
ら
は
し
く
ば
実
教
よ
り
こ
れ
を
責
む
べ
し
。
是
れ
を
摂
折
二

門
の
中
に
は
法
華
経
の
折
伏
と
申
す
な
り
。
天
台
云
く
、
法
華
折
伏
破
権
門
理
ま
こ
と
に
故
あ
る
哉
。
然
に
摂
受
た
る
四
安
楽

の
修
行
を
今
の
時
行
ず
る
な
ら
ば
、
冬
種
子
を
下
し
て
春
菓
を
求
る
者
に
あ
ら
ず
や
。
難
の
暁
に
鳴
は
用
な
り
。
宵
に
鳴
は
物

怪
な
り
。
権
実
雑
乱
の
時
、
法
華
経
の
御
敵
を
不
責
山
林
に
閉
篭
り
、
摂
受
を
修
行
せ
ん
は
豊
法
華
経
修
行
の
時
を
失
う
物
怪

に
あ
ら
ず
や
。

と
、
末
法
現
在
の
今
に
在

っ
て
は
、
ヨ

乗
流
布
の
時
」
で
あ

っ
て

「法
華
経
の
折
伏
」
が
優
先
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
時
と
摂
折
の
関
係
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
摂
折
の
関
係
は
、
上
述
の
如
く
、
表
裏

一
体
不
離
で
あ

っ
た
が
、

仏
記
に
順
じ
て
こ
れ
を
勘
う
る
に
す
で
に
後
五
百
歳
の
始
に
相
当
れ
り
。
仏
法
必
ず
東
土
の
日
本
よ
り
出
づ
べ
き
な
り
。

と
、
仏
の
未
来
記
に
示
さ
れ
た
時
ま
さ
に
末
法
に
至

っ
て
は

「純
円

一
実
の
法
華
経
の
み
広
宣
流
布
の
時
」
で
あ
り
、
時
機
相
応
し

て
折
伏
を
正
意
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
宗
祖
独
自
の
見
解
を
打
ち
出
さ
れ
た
。
度
重
な
る
忍
難
弘
通
の
体
験
を
通
し
て
の

み
得
ら
れ
た

「法
華
経
の
行
者
」
と
し
て
の
確
信
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に

『開
目
抄
』
に
は
、

夫
れ
摂
受
折
伏
と
申
す
法
門
は
水
火
の
ご
と
し
。
火
は
水
を
い
と
う
。
水
は
火
を
に
く
む
。
摂
受
の
者
は
折
伏
を
わ
ら
う
。
折

伏
の
者
は
摂
受
を
か
な
し
む
。
無
智
悪
人
の
国
土
に
充
満
の
時
は
摂
受
を
前
と
す
。
安
楽
行
品
の
ご
と
し
。
邪
智
謗
法
の
者
多

時
は
折
伏
を
前
と
す
。
常
不
軽
品
の
ご
と
し
。
警

へ
ば
熱
時
に
寒
水
を
用
、
寒
時
に
火
を
こ
の
む
が
ご
と
し
。
草
木
は
日
輪
の



谷
属
、
寒
月
に
苦
を
う
、
諸
水
は
月
輪
の
所
従
、
熱
時
に
本
性
を
失
。
末
法
に
摂
受
折
伏
あ
る
べ
し
。
所
謂
悪
国

ｏ
破
法
の
両

国
あ
る
べ
き
ゆ
へ
な
り
。
日
本
国
当
世
は
悪
国
か
破
法
の
国
か
と
し
る
べ
し
。

末
法
に
於
い
て
は
、
摂
折
は
水
火
の
如
く
の
隔
た
り
が
あ
り
、
当
世
の
日
本
を
悪
国

・
破
法
と
認
識
し
、
何
れ
が
正
意
で
あ
る
か
見

誤

っ
て
は
な
ら
な
い
と
警
告
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
摂
折
に
対
す
る
理
解
の
根
拠
は
、

日
蓮
濱
出
は
衆
度
、
流
罪
は
三
度
な
り
。
法
華
経
は
三
世
説
法
の
儀
式
な
り
。
過
去
の
不
軽
品
は
今
の
勧
持
品
、
今
の
勧
持
品

は
過
去
の
不
軽
品
な
り
。
今
の
勧
持
品
は
未
来
の
不
軽
品
た
る
べ
し
。
其
時
は
日
蓮
は
即
ち
不
軽
菩
薩
た
る
べ
し
。
（中
略
）

当
時
当
世
三
類
の
敵
人
は
こ
れ
あ
り
。
但
し
八
十
万
億
那
由
他
の
諸
菩
薩
は

一
人
も
見
え
た
ま
わ
ず
。
（中
略
）
日
蓮
は
八
十

万
億
那
由
他
の
諸
の
菩
薩
の
代
官
と
な

っ
て
こ
れ
を
申
す
。
彼
の
諸
の
菩
薩
の
加
被
を
請
る
者
な
り
。

と
示
さ
れ
、
折
伏
正
意
の
理
論
的
根
拠
は
勧
持
品
に
あ
り
、
実
践
的
根
拠
は
不
軽
品
に
あ
る
と
し
、
こ
れ
ら
を
色
読
し
た
と
こ
ろ
に

「数
数
見
濱
出
」
の
忍
難
を
経
て
、
ま
す
ま
す
本
化
の
菩
薩
の
自
覚
を
強
く
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

五
、
法
体
折
伏
に
つ
い
て

さ
て
、
御
遺
文
中
に
は

「法
体
折
伏
」
の
語
は
見
え
な
い
が
、
日
隆
聖
人

（
一
三
八
五
～
一
四
六
四
　
以
下
隆
師
と
略
称
）
の
御
聖

教
の
用
例
に
沿

っ
て
考
察
し
て
み
る
。

ｏ
御
聖
教
に
お
け
る
法
体
折
伏
の
用
例

１
、
『私
新
抄
』

法
体
行
代
に
つ
い
て



イ
、
「況
ん
や

一
向
の
謗
者
を
や
、
然
る
に
此
の
如
き
機
根
に
妙
法
蓮
華
経
を
下
種
せ
し
む
る
こ
と
、
熟
脱
の
行
儀
を
以
て
之
を

示
す
べ
か
ら
ず
。
広
略
を
捨
て
て
要
を
取
り
要
法
の
行
儀
を
示
す
べ
き
な
り
。
要
法
と
は
本
門
の
妙
法
蓮
華
経
な
り
。
本
門

の
妙
法
顕
れ
ば
自
ら
爾
前

・
述
門
、　
一
時
に
滅
塵
す
る
な
り
。
故
に
法
体
に
折
伏
を
具
足
せ
り
」

口
、
「本
門
絶
待

一
妙
の
題
目
の
権
実
を
以
て

一
代
聖
教
を
分
別
し
、
体
内
の
四
十
余
年
未
顕
真
実
の
権
教
権
門
を
捨
て
て
、
体

内
真
実
の
唯
有

一
仏
乗
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
計
り

一
切
衆
生
成
仏
の
直
道
な
り
と
信
知
し
て
体
内
の
権
教
に
執
着
す
る
は
謗

法
な
り
と
解
了
す
る
を
、
末
代
法
体
折
伏
修
行
の
人
と
は
云
う
な
り
」

２
、
『四
帖
抄
』

一

イ
、
「道
仰
せ
に
云
く
、
摂

ｏ
折
に
於
て
化
義

ｏ
法
体
の
不
同
こ
れ
あ
り
。
化
義
の
摂
折
は
上
の
如
く
常
の
如
し
一♂
○
法
体
に

摂

・
折
こ
れ
あ
り
。
所
以
に
法
体
の
摂
受
と
は
、
天
台
の
玄

・
文

・
止
三
部
そ
の
中
に
も
止
観

一
部
は
法
体
摂
受
な
り
」

口
、
「法
体
の
折
伏
と
は
、
本
門
は
、
『述
を
発
い
て
本
を
顕
す
、
（中
略
）
永
く
諸
経
に
異
る
』
と
定
め
て
、　
一
経
の
内
、
述
門

と
は
こ
れ
に
通
ず
る

一
分
こ
れ
あ
り
と
雖
も
、
ホ
前
と
は
永
く
通
ぜ
ざ
る
な
り
。
（中
略
）
既
に
本
門
の
久
成
は
諸
経
に
曾

て
こ
れ
を
明
か
さ
ず
。
本
門
独
り
こ
れ
を
明
す
。
こ
れ
法
体
の
折
伏
の
義
な
り
」

ハ
、
「本
門
の
意
は
、
三
千
本
有
常
住
と
談
じ
て
、
自
受
用
本
覚
の
上
に
三
千
世
間
依
正
宛
然
し
て
、
無
能
所
の
上
に
法
ホ
の
能

所
を
立
つ
。
法
ホ
の
能
所
は
即
ち
法
体
の
折
伏
な
り
」

二
、
「
三
益
の
中
に
下
種
は
種
子
を
簡
ぶ
。
故
に
下
種
は
権
乗
に
亘
ら
ず
、
猶
述
門
こ
れ
を
嫌
う
。
ホ
前

・
述
門
は
下
種
を
明
か

さ
ず
、
本
門
独
り
こ
れ
を
明
す
。
こ
れ
法
体
の
折
伏
の
義
を
云
う
な
り
」

ホ
、
「ホ
前

・
述
門
を
も

つ
て
所
開
と
な
し
、
本
門
を
も

っ
て
能
開
と
な
す
。
能
開
は
、
『上
は
能
く
下
を
兼
ぬ
』
故
に
、
法
体
の



折
伏
の
義
な
り
」

へ
、
「述
門
開
顕
の
上
に
本
門
を
顕
す
。
故
に
地
品
の
五
類
、
涌
出
の
過
八
恒
沙
菩
薩
と
上
行
薩
墟
と
は
、
開
述
顕
本
し
て
同
体

な
る
べ
き
処
に
、
述
化
等
の
過
八
恒
沙
の
発
述
弘
経
の
望
を
仏
、
「止
み
ね
善
男
子
、
（汝
等
が
）
こ
の
経
を

（護
持
せ
ん
こ

と
を
）
須
い
じ
」
と
押
し
止
め
て
、
彼
此
の
不
同
を
立
て
て
、
他
方
の
菩
薩
は
、
こ
の
土
の
弘
経
は
相
い
叶
う
べ
か
ら
ず
と

偏
頗
を
置
く
事
、
顕
本
開
顕
の
上
の
法
体
折
伏
の
義
な
り
。

口
伝
云
く
、
述
門
摂
受
は
理
と
境
と
体
と
法
身
と
熟
脱
と
権
実
と
母
と
な
り
。
本
門
折
伏
と
事
と
智
と
名
と
報
身
と
下
種
と

本
述
と
父
と
な
り
」

３
、
『弘
経
抄
』

一

イ
、
「下
種
に
権
乗
を
交
え
ぎ
る
故
に
、
下
種
の
本
門
は
其
の
法
体
自
ず
か
ら
折
伏
の
行
相
と
成
る
■
」

口
、
同
書
　
エハ
十
九

「本
門
事
円
随
縁
事
行
の
妙
法
蓮
華
経
、
有
相
安
楽
行
と
云
う
は
、
理
極
事
変
の
事
縁
事
妙
の
上
に
之
を
立
つ
。
此
を
法
体

折
伏
と
い
う
」

ハ
、
「本
門
八
品
は

『止
善
男
士
不
須
汝
等
此
経
』
よ
り
起
こ
っ
て
、
神
力
嘱
累
の
付
属
等
、
皆
悉
く
法
体
法
ホ
の
折
伏
な
り
」

二
、
同
書
　
七
十
七

「本
門
八
品
上
行
要
付
の
不
軽
弘
経
の
辺
は
、
化
儀
も
化
法
も
折
伏
な
り
。
化
法
法
体
の
折
伏
と
は
、
本
門
は
自
受
用
智
を

以
て
体
と
為
す
。
其
の
自
受
用
智
即
折
伏
の
智
な
り
。
自
受
用
智
と
は
三
千
世
間
依
正
宛
然
随
縁
真
如
の
事
円
、
法
爾
法
然

本
覚
顕
照
の
本
有
の
法
法
な
り
。
此
の
故
に
涌
出
品
の

『止
善
男
士
不
須
汝
等
護
持
斯
経
』
等
、
前
三
後
三
の
父
子
獅
子
の

法
体
行
代
に
つ
い
て



一
仏
始
終
法
爾
の
速
化
本
化
無
始
法
爾
の
付
属
宛
然
な
り
。
此
を
随
縁
真
如
顕
本
事
円
の
体
と
云
い
、
此
を
法
体
法
爾
の
折

伏
と
名
づ
く
。
故
に
、
不
変
の
上
の
随
縁
、
絶
待
の
上
の
相
待
、
理
極
の
上
の
事
行
、
不
思
議
の
上
の
言
説
、
無
相
の
上
の

有
相
、
三
学
倶
伝
の
上
の
信
行
な
り
。
此
を
法
体
の
折
伏
と
云
い
、
三
世
本
有
法
爾
の
不
軽
行
と
名
づ
く
」

ホ
、
同
書
　
九
十

一

「総
名
は
爾
前
に
通
ぜ
ず
、
故
に
折
伏
の
心
な
り
。
此
の
再
往
勝
劣
と
意
字
は
云
う
は
、
本
面
述
裏
の
本
面
の
辺
な
り
。
本

述
勝
劣
と
云
え
ば
爾
前
述
門
と
永
異
す
る
故
に
、
法
体
折
伏
な
り
」

以
上
の
御
聖
教
に
お
け
る

「法
体
折
伏
」
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
以
下
に
検
討
し
て
み
る
。

１
、
『私
新
抄
』
に
つ
い
て

イ
、
こ
こ
で
は
念
仏
者
に
対
し
て
要
法
た
る
本
門
の
法
華
経
を
下
種
す
る
こ
と
を
主
張
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ホ
前

。
辺
門
が
破
廃

さ
れ
る
と
言
う
。
こ
れ
を

「法
体
に
折
伏
を
具
足
せ
り
」
と
表
現
し
、
「法
体
」
自
体
に

「折
伏
」
の
働
き
が
具
わ

っ
て
い

る
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。

口
、
「本
門
絶
待

一
妙
」
の
法
華
経
を
以
て
権
実
を
判
じ
、
本
門
体
内
唯
有

一
仏
乗
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
が
、　
一
切
衆
生
成
仏
の

直
道
で
あ
る
と
信
知
し
、
体
内
の
権
教
が
謗
法
で
あ
る
と
解
了
す
る
こ
と
が
、
末
法
に
於
け
る

「法
体
折
伏
」
の
修
行
で
あ

る
と
し
て
、
実
践
の
側
面
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
。

、
『四
帖
抄
』
に
つ
い
て

イ
、
日
道
聖
人

（生
没
年
不
詳
）
の
口
伝
と
し
て
化
儀
の
摂
折
と
法
体
の
摂
折
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
、
そ
の
法
体
の
摂
受
は
天



台
三
大
部
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
止
観

一
部
で
あ
る
と
す
る
。
即
ち
、
止
観
行
は
法
体
摂
受
で
あ
り
、
題
目
の
信
行
は
法
体

折
伏
で
あ
る
と
す
る
。

口
、
法
体
の
折
伏
は
、
『法
華
文
句
』
の

「述
を
発
い
て
本
を
顕
す
、
…
永
く
諸
経
に
異
る
」
と
い
う

一
節
に
表
さ
れ
る
本
門
の

経
意
は
、
述
門
と
は

一
分
通
じ
る
と
こ
ろ
が
る
が
、
ホ
前
と
は
全
く
通
ず
る
と
こ
ろ
無
し
と
し
て
い
る
。
何
故
な
ら
諸
経
に

明
か
さ
れ
な
い
久
遠
成
道
が
唯

一
本
門
に
明
か
さ
れ
る
か
ら
で
、
こ
れ
が
法
体
折
伏
の
義
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

ハ
、
三
千
世
間
は
依
正
宛
然
と
し
て
常
住
で
あ
る
が
、
久
遠
成
道
が
明
か
さ
れ
れ
ば
、
能
証
と
所
証
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
り
、

そ
れ
を
法
ホ
の
能
所
と
言
い
、
そ
れ
が
法
体
折
伏
で
あ
る
と
す
る
。

二
、
種

・
熟

・
脱
の
三
益
の
う
ち
、
下
種
益
は
ホ
前
や
述
門
に
は
明
か
さ
れ
ず
、
本
門
に
の
み
明
か
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
も
法
体

折
伏
の
義
で
あ
る
と
す
る
。

ホ
、
ホ
前

・
述
門
は
所
開
、
本
門
は
能
開
と
し
、
「上
は
能
く
下
を
兼
ぬ
」
の
如
く
能
開
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
所
開
も
明
ら
か
に

な
る
の
で
、
こ
の
能
開
は
法
体
折
伏
の
義
と
な
る
と
す
る
。

へ
、
速
化
の
菩
薩
と
本
化
上
行
菩
薩
は
開
述
顕
本
す
れ
ば
同
体
で
あ
る
が
、
「止
み
ね
善
男
子
」
と
呼
び
か
け
他
方

（述
化
）
の

菩
薩
の
此
土
で
の
弘
経
の
叶
わ
ぬ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
本
化
と
述
化
を
峻
別
さ
れ
た
こ
と
が
顕
本
開
顕
の
上
の
法
体
折

伏
の
義
で
あ
る
と
す
る
。

ま
た
日
伝
と
し
て
、
述
門
摂
受
と
本
門
折
伏
の
内
容
を
明
か
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
法
体
の
摂
折
に
相
応
さ
せ
、
尚
か
つ
台
当
の

異
目
に
当
て
は
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
図
示
で
き
よ
う
。

法
体
摂
受
＝
述
門
摂
受
―
理
―
境
―
体
―
法
身
―
熟
脱
―
権
実
―
母
―
天
台
宗

法
体
折
伏
＝
本
門
折
伏
―
事
―
智
―
名
―
報
身
―
下
種
―
本
透
―
父
―
法
華
宗

法
体
折
代
に
つ
い
て



さ
ら
に

『私
新
抄
』
お
よ
び

『四
帖
抄
』
の
内
容
に
よ
り
、
法
体
折
伏
に
つ
い
て
整
理
を
加
え
る
と
、

法
体
に
折
伏
の
働
き
が
具
わ

っ
て
い
る
こ
と
。

本
門
体
内
唯
有

一
仏
乗
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
信
知
し
権
教
の
謗
法
で
あ
る
こ
と
を
解
了
す
る
こ
と
が
、
法
体
折
伏
の
修
行

で
あ
る
こ
と
。

止
観
行
は
法
体
摂
受
で
あ
り
、
題
目
の
信
行
は
法
体
折
伏
で
あ
る
こ
と
。

久
遠
成
道
が
唯

一
本
門
に
明
か
さ
れ
て
い
る
の
を
、
法
体
折
伏
の
義
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
。

久
遠
成
道
に
よ
っ
て
法
ホ
の
能
所
が
明
ら
か
に
な
り
、
こ
れ
を
法
体
折
伏
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
。

種

ｏ
熟

ｏ
脱
の
三
益
の
う
ち
、
下
種
益
が
法
体
折
伏
の
義
で
あ
る
こ
と
。

ホ
前

・
述
門
は
所
開
、
本
門
は
能
開
と
し
、
能
開
が
法
体
折
伏
の
義
と
な
る
こ
と
。

開
述
顕
本
に
よ
っ
て
本
化
と
述
化
を
峻
別
さ
れ
た
こ
と
が
法
体
折
伏
の
義
で
あ
る
と
す
る
こ
と
。

以
上
の
こ
と
が
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

従

っ
て
、
法
体
折
伏
と
は
、
換
言
す
れ
ば
久
遠
成
道

・
能
所

・
下
種

・
能
開

・
開
述
顕
本
の
意
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

３
、
『弘
経
抄
』
に
つ
い
て

イ
、
下
種
に
は
権
教
を
交
え
な
い
の
で
、
本
門
に
於
け
る
下
種
は
法
体
そ
れ
自
体
が
折
伏
の
行
相
で
あ
る
。

口
、
本
門
事
行
の
法
華
経
に
於
い
て
は
、
天
台
で
摂
受
と
さ
れ
た
安
楽
行
も
法
体
折
伏
で
あ
る
。

ハ
、
本
門
八
品
の
説
相
は
、
「止
み
ね
善
男
子
」
か
ら
神
力

・
属
累
の
付
嘱
に
至
る
ま
で
何
れ
も
法
体
法
ホ
の
折
伏
で
あ
る
と
す

Ｚ

Ｏ

。



二
、
本
門
八
品
に
於
け
る
不
軽
菩
薩
の
弘
経
は
化
儀
も
化
法
も
折
伏
で
あ
り
、
化
法
の
折
伏
と
は
自
受
用
智
を
体
と
す
る
。
そ
の

自
受
用
智
と
は
三
千
世
間
依
正
宛
然
の
事
具
三
千
の
事
円
実
相
で
あ
り
、
法
ホ
顕
照
の
本
有
の
法
で
あ
る
。
従

っ
て
、
涌
出

品
の
前
三
後
三
の
六
釈
も
法
ホ
の
付
嘱
で
あ
り
、
こ
れ
が

「随
縁
真
如
顕
本
事
円
の
体
」
で
あ
り
、
法
体
法
か
の
折
伏
で
あ

る
と
す
る
。
就
中
、
上
行
付
嘱
を
重
視
し

「不
変
の
上
の
随
縁
、
絶
待
の
上
の
相
待
、
理
極
の
上
の
事
行
、
不
思
議
の
上
の

言
説
、
無
相
の
上
の
有
相
、
三
学
倶
伝
の
上
の
信
行
」
を
法
体
折
伏
で
あ
る
と
い
っ
て
、
ヨ
一世
本
有
法
爾
の
不
軽
行
」
と

名
付
け
て
い
る

ホ
、
総
名
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
折
伏
の
心
と
し
、
こ
れ
は
ホ
前
述
門
に
は
な
く
、
従

っ
て
本
面
述
裏
の
本
面
の
意
で
あ
り
、
こ
れ

を
本
述
勝
劣
と
言
い
換
え
れ
ば
、
法
体
折
伏
と
な
る
と
す
る
。

以
上
に
さ
ら
に
整
理
を
加
え
る
と
、

・
下
種
と
い
う
行
為
が
法
体
折
伏
の
行
相
で
あ
る
。

ｏ
本
門
八
品
の
説
相
は
法
ホ
法
体
の
折
伏
で
あ
り
、
就
中
、
不
軽
菩
薩
の
弘
経
も
法
体
折
伏
で
あ
る
。

ｏ
総
名
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
法
体
折
伏
で
あ
る
。

と
な
り
、
「不
軽
菩
薩
、
我
深
敬
等
の
二
十
四
字
を
以
つ
て
か
の
土
に
広
宣
流
布
し
、　
一
国
の
杖
木
等
の
大
難
を
招
き
し
が
ご
と
し
。

か
の
二
十
四
字
と
こ
の
五
字
と
、
そ
の
語
こ
と
な
り
と
い
え
ど
も
、
そ
の
意
こ
れ
同
じ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
不
軽
菩
薩
が
二
十
四
字

の
題
目
を
以
て
下
種
弘
法
さ
れ
た
の
は
法
体
折
伏
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

法
体
折
代
に
つ



六
、
ま
と
め

以
上
、
御
遺
文

・
御
聖
教
を
拝
見
し

「法
体
折
伏
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
が
、
上
述
の
よ
う
に
、
宗
祖
は

「邪
智
謗
法
の
者
多

時
は
折
伏
を
前
と
す
」
と
さ
れ
、
「末
法
の
始
に
妙
法
蓮
華
経
五
字
流
布
し
て
、
日
本
国
の

一
切
衆
生
が
仏
の
下
種
を
懐
妊
す
べ
き

（
５‐
）

時
な
り
」
、
「在
世
の
本
門
と
末
法
の
初
は

一
同
に
純
円
也
。
但
彼
は
脱
、
此
は
種
也
。
彼
は

一
品
二
半
、
此
は
但
題
目
の
五
字
也
」

と
、
題
目
の
末
法
下
種
に
よ
る
折
伏
を
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
題
目
は
、
「此
の
本
門
の
肝
心
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
五
字

に
於
て
は
仏
猶
文
殊
薬
王
等
に
も
こ
れ
を
付
属
し
た
ま
わ
ず
。
何
に
況
や
其
の
已
下
を
乎
。
但
地
涌
千
界
を
召
し
て
八
品
を
説
い
て

こ
れ
を
付
属
し
た
も
う
」
と
、
本
門
八
品
に
於
い
て
上
行
付
嘱
さ
れ
、
そ
の
経
意
に
基
づ
い
て
、
不
軽
菩
薩
の
弘
経
の
但
行
礼
拝
を

折
伏
の
亀
鏡
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
隆
師
に
於
い
て
は
、
宗
祖
の
法
体
義
を
正
確
に
踏
襲
し
、
そ
の
上
、
「法
体
に
折
伏
を
具
足
せ
り
」
と

「法
体
」
に
本
来

か
ら

「折
伏
」
の
徳
が
具
わ

っ
て
い
る
と
し
て
、
「法
」
そ
の
も
の
に

「折
伏
」
の
義
を
見
出
す
と
い
う
、
全
く
新
し
い
画
期
的
と

も
言
え
る
解
釈
を
展
開
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
真
に
題
目
の
間

ｏ
信

・
口
唱
の
信
行
の
意
義
が
確
立
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
な
か
ろ
う
。

そ
の
根
底
に
は
、
「当
宗
の
意
は
法
体
の
ま
ま
総
名
は
真
実
と
定
判
す
る
、
こ
れ
了
義
の
定
判
な
り
」
、
「妙
法
蓮
華
経
は
久
遠
本

有
の
法
体
の
妙
名
な
り
」
と
い
う
、
総
名
南
無
妙
法
蓮
華
経
そ
の
も
の
が
法
体
で
あ
り
、
し
か
も
、

一
念
三
千
の
義
趣
を
成
じ
て
妙
法
蓮
華
経
の
法
体
を
顕
す
な
り
。
（中
略
）
玄
の

一
に
云
く
、
で
」
の
妙
法
蓮
華
経
と
は
本
地
甚

深
の
奥
蔵
な
り
」
の
釈
は
、
総
名
は
即
ち
法
体
と
釈
せ
り
。
こ
の
時
、
体
章
の
三
千
が
義
趣
と
な
る
な
り
。
（中
略
）
而
も
妙



名
を
能
生

・
能
開
と
な
し
、
体
の
三
千
を
も

っ
て
所
生

。
所
開
と
な
す
と
見
え
た
り
一♂
○
然
る
に
権
実

ｏ
本
述
は
能
詮
の
教
相
、

記
小

・
久
成
は
所
詮
の
法
相
な
り
。
故
に
権
実
を
も

っ
て
記
小
を
顕
し
、
本
述
を
も

っ
て
久
成
を
顕
し
、
又
記
小

・
久
成
を

も

っ
て

一
念
三
千
を
顕
す
な
り
。
こ
の
時
は
、
記
小

・
久
成
は
又
能
詮
の
法
門
と
な
り
、　
一
念
三
千
は
所
詮
の
法
体
と
成
る
な

（
５６
）

ｈ
Ｈ
ソ
。

と
あ
る
よ
う
に
、
総
名
は
能
生

・
能
開
で
あ
り
、　
一
念
三
千
は
所
生

・
所
開
に
し
て
所
詮
の
法
体
で
あ
る
と
し
て
、
総
名
と

一
念
三

千
の
関
係
を
能
生

・
能
開
、
所
生

・
所
開
と
い
う
能
所
で
も

っ
て
説
明
さ
れ
る
重
要
な
意
義
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
総
名
南
無
妙
法
蓮
華
経
と

一
念
三
千
を
能
所
に
よ
っ
て
捉
え
解
明
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
題
目
義
、
唱
題
の
真
義
を

明
か
す
こ
と
に
な
り
、
宗
祖
の
真
意
を
究
明
さ
れ
た
隆
師
の
卓
見
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

そ
し
て
更
に
、

三
益
の
中
に
下
種
は
種
子
を
簡
ぶ
。
故
に
下
種
は
権
乗
に
亘
ら
ず
、
猶
辺
門
こ
れ
を
嫌
う
。
ホ
前

・
述
門
は
下
種
を
明
か
さ
ず
、

本
門
独
り
こ
れ
を
明
す
。
こ
れ
法
体
の
折
伏
の
義
を
云
う
な
り
。

と
下
種
を
重
視
し
、
成
仏
の
功
徳
は

「仏
に
成
る
種
と
は
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
に
限
る
べ
し
」
と
、
題
目
の
み
に
具
わ
る
と
し
て
、

「下
種
に
権
乗
を
交
え
ざ
る
故
に
、
下
種
の
本
門
は
其
の
法
体
自
ず
か
ら
折
伏
の
行
相
と
成
る
…
」
と
い
う
題
目
下
種
こ
そ
が
、
法

体
折
伏
の
行
儀
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

従

っ
て
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
題
目
に
、
本
来
的
に
折
伏
の
効
能
が
具
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
こ
そ
妙
法
経
力
と
言
う
べ
き

で
あ
り
、
言
い
換
え
る
と
、
妙
法
経
力
の
力
用
を
具
体
的
に
解
明
し
た
と
き
、
「法
体
折
伏
」
と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
妙
法
経
力
の
力
用
に
つ
い
て
、
今
後
更
に
考
察
を
進
め
検
討
し
て
み
た
い
所
存
で
あ
る
。

法
体
行
代
に
つ
い
て
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王ヽ

（１
）

『諸
法
実
相
抄
』
（文
永
十
　
真
跡

・
古
写
本
無
し
　
定
遺
　
七
八
二
）

（２
）

『仏
教
語
大
辞
典
』
（中
村
　
一九
著
　
昭
和
五
十
年
）
『望
月
仏
教
大
辞
典
』
（塚
本
善
隆
編
　
昭
和
十

一
年
）
『仏
教
学
事
典
』

超
慧
日
等
編
　
昭
和
三
十
年
）
『岩
波
仏
教
辞
典
』
（中
村
　
一九
等
編
　
平
成
元
年
）
『復
刻
版
日
蓮
宗
事
典
』
（日
蓮
宗
宗
　
務
院

成
十

一
年
）
等
参
照

こ
れ
等
に
よ
る
と
、
日
本
の
浄
土
教
で
は
、
信
や
行
の
対
象
で
あ
る
弥
陀
の
名
号
や
念
仏
の
こ
と
を
、
法
体
と
称
す
る
と
し
て

い
る
。

（３
）

同
　
右

（４
）

同
　
右

（５
）

『妙
法
蓮
華
経
玄
義
』
巻
八
下

（以
下

『法
華
玄
義
』
と
略
称
）
（隋
　
天
台
智
顎
説
　
正
蔵
三
十
三
　
七
八
三
ｂ
）

（６
）

『法
華
玄
義
』
巻

一
上
に
、
「若
し
隔
歴
の
三
諦
は
色
法
な
り
。
円
融
の
三
諦
は
妙
法
な
り
。
こ
の
妙
諦
は
本
有
と
す
」
と
あ

る
。
（正
蔵
三
十
三
　
二ハ
八
三
ａ
）

（７
）

『開
目
抄
』
（文
永
九
　
曾
真
　
定
遺
五
五
一
こ

（８
）

『観
心
本
尊
抄
』
（文
永
十
　
真

定
遺
七

一
一
じ

古
来
日
蓮
門
下
で
は

「
四
十
五
字
の
法
体
段
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
当
宗

で
は

「本
門
法
体
の
四
十
五
字
」
と
称
し
て
い
る
。

（９
）

『勝
賞
師
子
吼

一
乗
大
方
便
法
広
経
』
十
受
章
第
二

（劉
宋
　
求
那
跛
陀
羅
訳
　
正
蔵
十
二
　
一
一
一
七
↓

（１０
）

『喩
伽
師
地
論
』
巻
八
十
六
　
摂
事
分
中
契
経
事
行
択
摂
第

一
之
二

（弥
勒
菩
薩
説
　
唐
　
玄
奨
訳

　

正
蔵
三
十
　
七
八
三
ｃ 平 横



～
七
八
四
ａ
）

（１１
）

『勝
重
宝
屈
』
巻
上
末

（正
蔵
三
十
七
　
二
四
↓

（‐２
）

『勝
重
経
義
疏
』
（正
蔵
五
十
六
　
四
ｂ
）

（‐３
）

『唱
法
華
題
目
抄
』
（文
応
元
　
定
遺
二
〇
五
）

（‐４
）

大
平
宏
龍
先
生
は
、
折
伏
の
解
釈
を

「他
を
誹
謗
中
傷
す
る
よ
う
な
行
為
が
折
伏
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
相
手
を
思
う
崇
高

な
宗
教
行
為
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
翁
日
蓮
大
聖
人
　
お
ん
伝
　
教
え
　
光
長
寺
』
六
十
九
頁
　
大
本
山
　
光
長
寺
　
平
成

十
四
年
）

（・５
）

建
治
二
　
曾
真
　
定
遺

一
二
四
二

「如
是
と
は
聞
く
所
の
法
体
を
挙
ぐ
。
我
聞
と
は
、
能
持
の
人
な
り
」
と
あ
る
。
亀
妙

法
蓮
華
経
文
句
』
巻

一
上
　
正
蔵
三
十
四
　
一二
↓

（‐６
）

文
永
十

一　

日
春
写
本
　
定
遺
八
四
八
　
「
一
心
三
親
、　
三
一一日
に
伝
う
」
と
あ
る
。
翁
顕
戒
論
』
巻
上
　
伝
教
最
澄
撰

　

正

蔵
七
十
四
　
五
九
〇
ｃ
）

（・７
）

文
永
十
　
定
遺
七
二
四

（・８
）

『観
心
本
尊
抄
』
文
永
十
　
真
　
定
遺
七

一
二

（り

同

右

定
遺
七
二
〇

（２０
）

『摩
訂
止
観
』
巻
十
下

（正
蔵
四
十
六
　
一
〓
一七
↓

（２‐
）

『妙
法
蓮
華
経
』
巻
五

（正
蔵
九
　
一一一人
↓

（２２
）

北
本

『大
般
涅
槃
経
』
巻
三
　
金
剛
身
品
第
二

（正
蔵
十
二
　
一一一人
四
ａ
～
ｂ
）
参
照

（２３
）

『法
華
玄
義
』
巻
九
上

（正
蔵
三
十
三
　
七
九
二
ｂ
）

法
体
行
代
に
つ
い
て



（２４
）

『如
説
修
行
抄
』
に

「法
華
折
伏
破
権
門
理
の
金
言
な
れ
ば
、
終
に
権
教
権
門
の
輩
を

一
人
も
な
く
せ
め
を
と
し
て
法
王
の

家
人
と
な
し
、
天
下
万
民
諸
乗

一
仏
乗
と
成
て
妙
法
独
り
繁
昌
せ
ん
時
、
万
民

一
同
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
奉
ら
ば
、
吹
風
枝

を
な
ら
さ
ず
、
雨
攘
を
不
砕
。
代
は
義
農
の
世
と
な
り
て
、
今
生
に
は
不
祥
の
災
難
を
払
ひ
長
生
の
術
を
得
、
人
法
共
に
不
老
不

死
之
理
顕
れ
ん
時
を
各
各
御
覧
ぜ
よ
。
現
世
安
穏
の
証
文
不
可
有
疑
者
也
」
と
あ
り
、
影
響
が
あ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（文
永
十
　
日
尊
写
本
　
定
遺
七
三
三
）

（２５
）

『如
説
修
行
抄
』
（文
永
十
　
日
尊
写
本
　
定
遺
七
三
五
）

（２６
）

（同
　
右
　
定
遺
七
三
五
）

（２７
）

『顕
仏
未
来
記
』
（文
永
十
　
曾
真
　
日
進
写
本
　
定
遺
七
四
こ

（２８
）

『教
機
時
国
抄
』
に

「
三
類
の
敵
人
を
顕
さ
ず
ば
、
法
華
経
の
行
者
に
非
ず
。
こ
れ
を
顕
せ
ば
法
華
経
の
行
者
な
り
」
と
あ

り

（弘
長
二
　
定
遺
二
四
五
）、
ま
た

「法
華
経
の
行
者
あ
ら
ば
必
ず
三
類
の
怨
敵
あ
る
べ
し
」
亀
開
目
抄
』
文
永
九
　
曾
存
　
定
遺

五
九
八
）
等
と
い
っ
て
、
法
華
経
の
行
者
の
論
拠
を
勧
持
品
に
求
め
て
い
る
。

（２９
）

文
永
九
　
曾
真
　
定
遺
六
〇
六

『転
重
軽
受
法
門
』
に
も

「又
付
法
蔵
二
十
五
人
は
仏
を
の
ぞ
き
た
て
ま
つ
り
て
は
、
皆
仏
の
か
ね
て
記
を
き
給
る
権
者
な
り
。

其
中
第
十
四
提
婆
菩
薩
は
外
道
に
こ
ろ
さ
れ
、
第
二
十
五
師
子
尊
者
は
檀
弥
栗
王
に
頚
を
刻
ら
れ
、
其
外
仏
陀
密
多

・
龍
樹
菩
薩

な
ん
ど
も
多
の
難
に
あ
へ
り
。
又
難
な
く
し
て
、
王
法
に
御
帰
依
い
み
じ
く
て
、
法
を
ひ
ろ
め
た
る
人
も
候
。
こ
れ
は
世
に
悪
国

善
国
あ
り
、
法
に
摂
受
折
伏
あ
る
ゆ
へ
か
と
み
へ
は
ん
べ
る
」
と
あ
る
。
（文
永
八
　
真

定
遺
五
〇
七
）

（３０
）

『寺
泊
御
書
』
（文
永
八
　
真

定
遺
五
一
五
）

他
に
も
折
伏
正
意
の
根
拠
を

「さ
れ
ば
末
法
今
の
時
、
法
華
経
の
折
伏
の
修
行
を
ば
誰
か
経
文
の
如
く
行
じ
給

へ
し
ぞ
。
誰
人



に
て
も
坐
せ
、
諸
経
は
無
得
道
堕
地
獄
の
根
源
、
法
華
経
独
り
成
仏
の
法
也
と
、
音
も
不
惜
よ
ば
は
り
給
て
、
諸
宗
の
人
法
共
に

折
伏
し
て
御
覧
ぜ
よ
。
三
類
の
強
敵
来
ら
ん
事
疑
な
し
」
と
か
、
ま
た

「我
等
が
本
師
釈
迦
如
来
は
在
世
八
年
之
間
折
伏
し
給
ひ
、

天
台
大
師
は
三
十
余
年
、
伝
教
大
師
は
二
十
余
年
。
今
日
蓮
は
二
十
余
年
の
間
破
権
理
。
其
間
の
大
難
数
を
知
ら
ず
。
仏
の
九
横

の
難
に
及
ぶ
か
及
ば
ざ
る
か
知
ら
ず
。
恐
ら
く
は
天
台
伝
教
も
法
華
経
の
故
に
日
蓮
の
如
く
大
難
に
値
い
給
う
事
な
し
。
彼
は
只

悪
口
怨
嫉
計
り
な
り
。
是
れ
は
両
度
の
御
勘
気
遠
国
に
流
罪
せ
ら
れ
、
龍
日
の
頚
の
座
、
頭
の
疵
等
、
其
外
悪
口
せ
ら
れ
、
弟
子

等
を
流
罪
せ
ら
れ
、
篭
に
入
ら
れ
、
檀
那
の
所
領
を
取
ら
れ
、
御
内
を
出
さ
れ
し
、
是
等
の
大
難
に
は
龍
樹
天
台
伝
教
も
争
か
及

び
給
べ
き
。
さ
れ
ば
如
説
修
行
の
法
華
経
の
行
者
に
は
三
類
の
強
敵
打
定
て
あ
る
べ
し
と
知
り
給

へ
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
『如

説
修
行
抄
』
（文
永
十
　
日
尊
写
本
　
定
遺
七
三
六
）

（３．
）

宗
祖
の
摂
折
二
門
に
つ
い
て
は
、
『観
心
本
尊
抄
』
に

「当
に
知
る
べ
し
、
此
の
四
菩
薩
折
伏
を
現
ず
る
時
は
賢
王
と
成
て

愚
王
を
誠
責
し
、
摂
受
を
行
ず
る
時
は
僧
と
成
て
正
法
を
弘
持
す
」
（文
永
十
　
真

定
遺
七

一
九
）
と
あ
る
の
を
根
拠
に
折
伏
は

在
家
、
摂
受
は
出
家
に
限
る
と
し
て
、
宗
祖
は
摂
受
正
意
で
折
伏
は
な
か
っ
た
と
す
る
意
見
が
あ
る
が
、
こ
の
文
は
あ
く
ま
で
涅

槃
経
の
経
意
に
依
る
も
の
で
、
法
華
経
の
摂
折
を
い
う
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
従

っ
て
、
理
論
も
実
践
も
そ
の
根
拠
を
法
華

経
に
求
め
、
あ
く
ま
で
も
出
家
が
主
体
と
な
る
の
が
法
華
経
の
摂
折
で
あ
り
、
宗
祖
の
摂
折
と
い
う
べ
き
で
、
こ
の
一
文
の
み
で

宗
祖
の
御
生
涯
に
わ
た
る
摂
折
を
云
々
す
る
の
は
如
何
な
も
の
か
、　
一
考
の
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（３２
）

宗
祖
遺
文
中
に

「法
体
折
伏
」
の
用
語
の
例
は
な
い
が
、
「此
大
法
弘
ま
り
給
な
ら
ば
爾
前
述
門
の
経
教
は

一
分
も
益
な
か

る
べ
し
」
審
田木
入
道
殿
御
返
事
』
（文
永
八
　
定
遺
五
王
Ｏ

の
一
節
が
法
体
折
伏
義
の
萌
芽
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
『観

心
本
尊
抄
講
義
』
株
橋
日
涌
著
　
昭
和
六
十
二
　

一
一
一七
二
参
照

（
３３
）

『日
蓮
宗
宗
学
全
書
』

一
　

一
七
　
以
下
宗
全
と
略
称

法
体
行
代
に
つ
い
て



（３４
）

宗
全

一　
一二
一
八
～
九

（３５
）

『法
華
宗
全
書
』
日
隆

一
　

一
八
　
以
下
法
全
と
略
称

（３６
）

同
　
右
　
本
文
中
の
引
用
は
、
『妙
法
蓮
華
経
文
句
』
巻
九

（正
蔵
三
十
四
　
一
二
八
ｂ
　
以
下
法
華
文
句
と
略
称
）

（３７
）

法
全
　
日
隆

一
　

一
八
～
九

（３８
）

法
全
　
日
隆

一
　

一
九

（３９
）

同
　
右
　
本
文
中
の
引
用
は
、
『法
華
玄
義
』
巻
二
上

（正
蔵
三
十
三
　
六
九
六
↓

（４０
）

法
全
　
日
隆

一
　

一
九
～
二
〇

（４‐
）

『日
隆
聖
人
全
集
』

一　

五
人
　
以
下
隆
全
と
略
称

（４２
）

隆
全
七
　
一二
九
八

（４３
）

同
　
右

（４４
）

隆
全
八
　
一壬

一五

（４５
）

隆
全
九
　
二ハ
九
〇
～

一

（４６
）

株
橋
日
涌
先
生
は

「下
種
に
は
要
法
を
説
く
べ
き
で
あ
る
。
要
法
を
説
く
こ
と
自
体
、
法
体
折
伏
の
行
儀
で
あ
る
」
と
指
摘

し
て
い
る
。
（桂
林
学
叢
十

一
号
　
昭
和
五
十
七
年
　
「宗
祖

一
代
に
於
け
る
折
伏
に
つ
い
て
」
四
六
～
七
）

（４７
）

『法
華
玄
義
』
巻
二
上

（正
蔵
三
十
三
　
二ハ
九
六
ａ
）

（４８
）

『妙
法
蓮
華
経
玄
義
釈
銭
』
巻

一
に

「顕
本
を
事
円
と
な
し
、
開
権
を
理
円
と
な
す
」
と
あ
る
。
（正
蔵
三
十
三
　
八
一
七
ｂ

～
ｃ
）

以
下
釈
鍍
と
略
称
。

（４９
）

『顕
仏
未
来
記
』
（文
永
十
　
曾
真
　
日
進
写
本
　
定
遺
七
三
九
）



（５０
）

『開
目
抄
』
（文
永
九
　
曾
真
　
定
遺
六
〇
工Ｏ

（５‐
）

『呵
責
謗
法
滅
罪
抄
』
（文
永
十
　
定
遺
七
八
工Ｏ

（５２
）

『観
心
本
尊
抄
』
（文
永
十
　
真
　
定
遺
七

一
五
）

（５３
）

同
　
右

（定
遺
七

一
二
）

（５４
）

『四
帖
抄
』

一

（法
全

一　
五
四
）
こ
れ
は

『曽
谷
入
道
殿
御
返
事
』

名
と
計
り
思
え
り
。
さ
に
て
は
候
わ
ず
、
体
な
り
。
体
と
は
心
に
て
候
」

○
）

（５５
）

同
　
右
二

（法
全

一　
八
四
）

（５６
）

同
　
右
二

（法
全

一
　

一
一
七
）

（５７
）

『四
帖
抄
』

一

（法
全
　
一
九
）

（５８
）

『私
新
抄
』
（宗
全

一
　

一
四
八
）

（５９
）

『弘
経
抄
』

一

（隆
全

一　
五
八
）

〈キ
ー
ワ
ー
ド
〉

法
体
折
伏
　
法
体
　
摂
受
　
折
伏
　
能
開
　
所
開

の

「所
詮
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
を
ば
当
時
の
人
ひ
と
は

に
対
す
る
解
釈
の
文
で
あ
る
。
（建
治
三
　
定
遺

一
四
一


